
【不動産の賃貸借（借地）】 

１ 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請

求したときは、借地上に（ ）場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を

述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件（更新後の期間を除く）で契

約を更新したものとみなす。 

２ 初めて、更新された後の借地権の存続期間は、最低（①）となり、例えば、

最初の更新後の存続期間を１０年と定めた場合、借地権の存続期間は、（①）

となる。また、２回目以降の更新後の借地権の存続期間は、最低でも（②）

となる。 

３ 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、（ ）により締結する必要が

ある。 

４ 事業用定期借地権等は、建物の用途は（①）に限定されているため、法人の

従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することが

（②）。 

５ 普通借地権の当初の存続期間は、最低（①）である。例えば、当事者間で、

存続期間を２０年と定めた場合、（①）となり、当事者間で４０年と定めた場

合、（②）となる。 

６ 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、

借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に

附属させた物を（ ）ことを請求することができる。 

７ 一般定期借地権は、その存続期間が（ ）である必要がある。 

８ 一般定期借地権の設定を目的とする契約は、（ ）により締結する必要があ

る。 

９ 一般定期借地権には建物の用途に関する制限が（ ）。 

１０ 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物

の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借

人と借地権設定者との間で（ ）建物の賃貸借がされたものとみなされる。 

１１ 普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が、立退き料を支払っ

たからといって、借地契約が終了（ ）。 

１２ 借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に（ ）建物

を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。 

１３ 事業用定期借地権の存続期間は、（ ）である。 

１４ 建物譲渡特約付借地権の存続期間は、（ ）である。 

１５ 普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地

権者は、借地権設定者に地代の減額を請求することが（ ）。 
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１６ 一般定期借地権では、存続期間中に借地人の建物が滅失し、借地人が建物を

再築したとしても、存続期間は延長（ ）。 

１７ 借地上に（ ）で登記された建物を所有する借地権者は、借地権設定者が当

該借地権の目的となっている土地の所有権を第三者に譲渡してその登記を

移転しても、借地権を当該第三者に対抗することができる。 

１８ 建物譲渡特約付借地権は、書面で行う必要が（ ）。 

１９ 借地権者が借地上の建物とともに借地権（土地の賃借権）を第三者に譲渡す

る場合は、特約がない限り（①）又は（①）に代わる裁判所の許可が必要と

なる。 

２０ 借地借家法施行前の借地法に基づき設定された借地権が、期間満了により借

地借家法施行以降に更新された場合、更新後の借地権の存続期間は、（ ）が

適用される。 

２１ 普通借地権の設定契約は、書面によって行う（ ）。 

２２ 借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が

賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者

に対して、当該建物の買取りを請求することが（ ）。 

２３ 一括賃貸借契約（サブリース契約）において賃料が保証されていても、経済

事情等により賃料を減額請求されることが（ ）。 

２４ 定期借地権の場合、存続期間が満了すれば、契約が終了し、自動更新は（ ）。 

２５ 事業用定期借地権等は、存続期間が１０年以上（①）未満の事業用借地権と

（①）以上５０年未満の事業用定期借地権に区別される。 

【区分所有法】 

１ 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する（ ）の割

合による。なお、規約で別段の定めをすることができる。 

２ 区分所有者は、（ ）で、区分所有建物ならびにその敷地及び附属施設の管理

を行うための団体（管理組合）を構成することとされている。 

３ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専

有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが（ ）。 

４ 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者及び議決権の各（ ）

の多数により、その旨の決議をすることができる。 

５ （ ）である限り管理組合から脱退することはできない。 

６ 建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の

利益に反する行為をしてはならないという規定は、専有部分の占有者に適用

（ ）。 
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７ 占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の（ ）について、区分所有

者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 

８ 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として

利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることが

（ ）。 

９ （ ）とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことで、

所有権・地上権・賃借権などがある。 

１０ 管理者は、少なくとも毎年（ ）、集会を招集しなければならない。 

１１ 規約の変更は、区分所有者および議決権の各（①）の賛成による集会の決議

が必要となるが、その変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす

ときは、（②）を得なければならない。 

１２ 規約共有部分については（ ）をしなければ、共有部分であることを第三者

に対抗できない。 

１３ 区分所有者は、当該建物の区分所有者ではない者を管理者として選任するこ

とが（ ）。 

１４ 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者

（ ）を定めなければならない。 

１５ 建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をした区

分所有者に対して、他の区分所有者全員はその行為の停止等を請求（ ）。 

１６ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、（ ）によって管理者を選任し、

又は解任することができる。 

１７ 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者および議決権の各（ ）の多数に

よる集会の決議によって行う。 

１８ 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び

議決権の（ ）で決する。 

１９ 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分

と分離して共用部分の持分を（ ）。 

２０ 現在の区分所有者が管理費を滞納している場合、新たな区分所有者となる者

は、滞納分の管理費の支払い義務が（ ）。 

２１ 区分所有者は、管理組合に無断で物件の間取りを変更したり玄関ドアを交換

したり（ ）。 

２２ 区分所有法では、区分所有権の目的たる建物の部分を（ ）という。 

２３ 建物の価格の２分の１超に相当する部分が滅失（大規模滅失）したときは、

集会において、区分所有者および議決権の各（ ）以上の多数で、滅失した

共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 
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２４ 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、会日より少なくとも

（ ）に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならな

い。 

 


